
<別紙１＞
流山市手数料条例　別表第９　建築基準法関係

１件につき 14,000円 １件につき 14,000円

１件につき 16,000円 １件につき 16,000円

１件につき 34,000円 １件につき 34,000円

１件につき 69,000円 １件につき 69,000円

１件につき 87,000円 １件につき 87,000円

１件につき 143,000円 １件につき 143,000円

１件につき 195,000円 １件につき 195,000円

１件につき 239,000円 １件につき 239,000円

１件につき 261,000円 １件につき 261,000円

１件につき 374,000円 １件につき 374,000円

１件につき 478,000円 １件につき 478,000円

１件につき 665,000円 １件につき 665,000円

１件につき 956,000円 １件につき 956,000円

１基につき 14,000円 １基につき 14,000円

１基につき 10,000円 １基につき 10,000円

１基につき 8,000円 １基につき 8,000円

１基につき 7,000円 １基につき 7,000円

1工作物につき 17,000円 1工作物につき 17,000円

1工作物につき 10,000円 1工作物につき 10,000円

1件につき 15,000円 1件につき 15,000円

1件につき 20,000円 1件につき 20,000円

1件につき 24,000円 1件につき 24,000円

1件につき 45,000円 1件につき 45,000円

1件につき 58,000円 1件につき 58,000円

1件につき 108,000円 1件につき 108,000円

1件につき 150,000円 1件につき 150,000円

３　建築基準
法第８８条第１
項又は第２項
において準用
する同法第６
条第１項の規
定による工作
物に関する確
認の申請又は
同法第８８条
第１項におい
て準用する同
法第１８条第２
項の規定によ
る工作物に関
する計画の通
知に対する審
査

工作物を築造する場合（確認を受けた工作物の計画を変更
して工作物を築造する場合を除く。）

３　建築基準
法第８８条第１
項又は第２項
において準用
する同法第６
条第１項の規
定による工作
物に関する確
認の申請又は
同法第８８条
第１項におい
て準用する同
法第１８条第２
項の規定によ
る工作物に関
する計画の通
知に対する審
査

工作物を築造する場合（確認を受けた工作物の計画を変更
して工作物を築造する場合を除く。）

確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場
合

４　建築基準
法第７条第１
項の規定によ
る完了検査の
申請又は同法
第１８条第１６
項の規定によ
る完了の通知
に対する検査

建築基準法第
７条の３第１項
の特定工程に
係る建築物で
中間検査をし
ていない建築
物又は特定工
程のない建築
物の場合（床
面積の合計の
算定方法は、
この表の摘要
２による。）

完了検査の申
請又は完了の
通知に係る計
画に建築基準
法第８７条の４
の昇降機に係
る部分が含ま
れない場合

床面積の合計が100平方メー
トル以内のもの

４　建築基準
法第７条第１
項の規定によ
る完了検査の
申請又は同法
第１８条第１６
項の規定によ
る完了の通知
に対する検査

建築基準法第
７条の３第１項
の特定工程に
係る建築物で
中間検査をし
ていない建築
物又は特定工
程のない建築
物の場合（床
面積の合計の
算定方法は、
この表の摘要
２による。）

完了検査の申
請又は完了の
通知に係る計
画に建築基準
法第８７条の２
の昇降機に係
る部分が含ま
れない場合

床面積の合計が100平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が100平方メー
トルを超え200平方メートル以
内のもの

床面積の合計が100平方メー
トルを超え200平方メートル以
内のもの

床面積の合計が200平方メー
トルを超え500平方メートル以
内のもの

床面積の合計が500平方メー
トルを超え1,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が1,000平方
メートルを超え2,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が2,000平方
メートルを超え4,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が4,000平方
メートルを超え6,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が4,000平方
メートルを超え6,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が100,000平方メートルを超え
るもの

確認の申請又は計画の通知に係る計画に建築基準法第８７
条の４の昇降機に係る部分が含まれる場合

１件につき当該昇降機に係る
部分が含まれない場合の手
数料の額に、当該昇降機に
係る部分について、この表の
２の項により算出した金額の
合計金額を加算した金額

確認の申請又は計画の通知に係る計画に建築基準法第８７
条の２の昇降機に係る部分が含まれる場合

１件につき当該昇降機に係る
部分が含まれない場合の手
数料の額に、当該昇降機に
係る部分について、この表の
２の項により算出した金額の
合計金額を加算した金額

２　建築基準
法第８７条の４
において準用
する同法第６
条第１項の規
定による建築
設備に関する
確認の申請又
は同法第８７
条の４におい
て準用する同
法第１８条第２
項の規定によ
る建築設備に
関する計画の
通知に対する
審査

小荷物専用昇降機以外の建築設備を設置する場合（確認を
受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合
を除く。）

２　建築基準
法第８７条の２
において準用
する同法第６
条第１項の規
定による建築
設備に関する
確認の申請又
は同法第８７
条の２におい
て準用する同
法第１８条第２
項の規定によ
る建築設備に
関する計画の
通知に対する
審査

小荷物専用昇降機以外の建築設備を設置する場合（確認を
受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合
を除く。）

小荷物専用昇降機を設置する場合（確認を受けた建築設備
の計画を変更して建築設備を設置する場合を除く。）

小荷物専用昇降機を設置する場合（確認を受けた建築設備
の計画を変更して建築設備を設置する場合を除く。）

確認を受けた建築設備の計画を変更して小荷物専用昇降機
以外の建築設備を設置する場合

確認を受けた建築設備の計画を変更して小荷物専用昇降機
以外の建築設備を設置する場合

確認を受けた建築設備の計画を変更して小荷物専用昇降機
を設置する場合

確認を受けた建築設備の計画を変更して小荷物専用昇降機
を設置する場合

手数料を徴収する事務の区分 金額

１　建築基準
法第６条第１
項（同法第８７
条第１項にお
いて準用する
場合を含む。）
の規定による
建築物に関す
る確認申請又
は同法第１８
条第２項（同
法第８７条第１
項において準
用する場合を
含む。）の規
定による建築
物に関する計
画の通知に対
する審査

確認の申請又
は計画の通知
に係る計画に
建築基準法第
８７条の４の昇
降機に係る部
分が含まれな
い場合（床面
積の合計の算
定方法は、こ
の表の摘要１
による。）

床面積の合計が100平方メートル以内のもの １　建築基準
法第６条第１
項（同法第８７
条第１項にお
いて準用する
場合を含む。）
の規定による
建築物に関す
る確認申請又
は同法第１８
条第２項（同
法第８７条第１
項において準
用する場合を
含む。）の規
定による建築
物に関する計
画の通知に対
する審査

確認の申請又
は計画の通知
に係る計画に
建築基準法第
８７条の２の昇
降機に係る部
分が含まれな
い場合（床面
積の合計の算
定方法は、こ
の表の摘要１
による。）

床面積の合計が100平方メートル以内のもの

床面積の合計が100平方メートルを超え200
平方メートル以内のもの

床面積の合計が100平方メートルを超え200
平方メートル以内のもの

床面積の合計が200平方メートルを超え500
平方メートル以内のもの

床面積の合計が200平方メートルを超え500
平方メートル以内のもの

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000
平方メートル以内のもの

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000
平方メートル以内のもの

床面積の合計が1,000平方メートルを超え
2,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が1,000平方メートルを超え
2,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が2,000平方メートルを超え
4,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が2,000平方メートルを超え
4,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が4,000平方メートルを超え
6,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が6,000平方メートルを超え
8,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が8,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が10,000平方メートルを超え
20,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が20,000平方メートルを超え
50,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が50,000平方メートルを超え
100,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が200平方メー
トルを超え500平方メートル以
内のもの

床面積の合計が1,000平方
メートルを超え2,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が2,000平方
メートルを超え4,000平方メー
トル以内のもの

新 旧

手数料を徴収する事務の区分 金額

床面積の合計が4,000平方メートルを超え
6,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が6,000平方メートルを超え
8,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が8,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が10,000平方メートルを超え
20,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が20,000平方メートルを超え
50,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が50,000平方メートルを超え
100,000平方メートル以内のもの

床面積の合計が100,000平方メートルを超え
るもの

確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場
合

床面積の合計が500平方メー
トルを超え1,000平方メートル
以内のもの
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<別紙１＞
流山市手数料条例　別表第９　建築基準法関係

手数料を徴収する事務の区分 金額

新 旧

手数料を徴収する事務の区分 金額

1件につき 179,000円 1件につき 179,000円

1件につき 194,000円 1件につき 194,000円

1件につき 226,000円 1件につき 226,000円

1件につき 271,000円 1件につき 271,000円

1件につき 369,000円 1件につき 369,000円

1件につき 521,000円 1件につき 521,000円

1件につき 13,000円 1件につき 13,000円

1件につき 19,000円 1件につき 19,000円

1件につき 22,000円 1件につき 22,000円

1件につき 43,000円 1件につき 43,000円

1件につき 56,000円 1件につき 56,000円

1件につき 104,000円 1件につき 104,000円

1件につき 144,000円 1件につき 144,000円

1件につき 173,000円 1件につき 173,000円

1件につき 187,000円 1件につき 187,000円

1件につき 213,000円 1件につき 213,000円

1件につき 258,000円 1件につき 258,000円

1件につき 356,000円 1件につき 356,000円

1件につき 508,000円 1件につき 508,000円

1基につき 18,000円 1基につき 18,000円

1基につき 14,000円 1基につき 14,000円

1件につき当該昇降機に係る
部分が含まれない場合の手
数料の額に、当該昇降機に
係る部分について、この表の
５の項により算出した金額の
合計を加算した金額

５　建築基準
法第８７条の４
において準用
する同法第７
条第１項の規
定による完了
検査の申請に
対する検査又
は同法第８７
条の４におい
て準用する同
法第１８条第１
６項の規定に
よる建築設備
に関する完了
の通知に対す
る審査

小荷物専用昇降機以外の建築設備を設置する場合 ５　建築基準
法第８７条の２
において準用
する同法第７
条第１項の規
定による完了
検査の申請に
対する検査又
は同法第８７
条の２におい
て準用する同
法第１８条第１
６項の規定に
よる建築設備
に関する完了
の通知に対す
る審査

小荷物専用昇降機以外の建築設備を設置する場合

小荷物専用昇降機を設置する場合 小荷物専用昇降機を設置する場合

1件につき当該昇降機に係る
部分が含まれない場合の手
数料の額に、当該昇降機に
係る部分について、この表の
５の項により算出した金額の
合計を加算した金額

建築基準法第
７条の３第１項
の特定工程に
係る建築物で
中間検査をし
た建築物の場
合（床面積の
合計の算定方
法は、この表
の摘要２によ
る。）

完了検査の申
請又は完了の
通知に係る計
画に建築基準
法第８７条の４
の昇降機に係
る部分が含ま
れない場合

床面積の合計が100平方メー
トル以内のもの

建築基準法第
７条の３第１項
の特定工程に
係る建築物で
中間検査をし
た建築物の場
合（床面積の
合計の算定方
法は、この表
の摘要２によ
る。）

完了検査の申
請又は完了の
通知に係る計
画に建築基準
法第８７条の２
の昇降機に係
る部分が含ま
れない場合

床面積の合計が100平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が100平方メー
トルを超え200平方メートル以
内のもの

床面積の合計が100平方メー
トルを超え200平方メートル以
内のもの

床面積の合計が200平方メー
トルを超え500平方メートル以
内のもの

床面積の合計が200平方メー
トルを超え500平方メートル以
内のもの

床面積の合計が500平方メー
トルを超え1,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が1,000平方
メートルを超え2,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が2,000平方
メートルを超え4,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が4,000平方
メートルを超え6,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が6,000平方
メートルを超え8,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が8,000平方
メートルを超え10,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が8,000平方
メートルを超え10,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が10,000平方
メートルを超え20,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が10,000平方
メートルを超え20,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が20,000平方
メートルを超え50,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が20,000平方
メートルを超え50,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が50,000平方
メートルを超え100,000平方
メートル以内のもの

床面積の合計が50,000平方
メートルを超え100,000平方
メートル以内のもの

床面積の合計が6,000平方
メートルを超え8,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が6,000平方
メートルを超え8,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が8,000平方
メートルを超え10,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が1,000平方
メートルを超え2,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が4,000平方
メートルを超え6,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が6,000平方
メートルを超え8,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が500平方メー
トルを超え1,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が100,000平方
メートルを超えるもの

床面積の合計が100,000平方
メートルを超えるもの

完了検査の申請又は完了の通知に係る計画
に建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部
分が含まれる場合

1件につき当該昇降機に係る
部分が含まれない場合の手
数料の額に、当該昇降機に
係る部分について、この表の
５の項により算出した金額の
合計を加算した金額

完了検査の申請又は完了の通知に係る計画
に建築基準法第８７条の２の昇降機に係る部
分が含まれる場合

床面積の合計が2,000平方
メートルを超え4,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が8,000平方
メートルを超え10,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が10,000平方
メートルを超え20,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が10,000平方
メートルを超え20,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が20,000平方
メートルを超え50,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が20,000平方
メートルを超え50,000平方メー
トル以内のもの

床面積の合計が50,000平方
メートルを超え100,000平方
メートル以内のもの

床面積の合計が50,000平方
メートルを超え100,000平方
メートル以内のもの

床面積の合計が100,000平方
メートルを超えるもの

床面積の合計が100,000平方
メートルを超えるもの

完了検査の申請又は完了の通知に係る計画
に建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部
分が含まれる場合

1件につき当該昇降機に係る
部分が含まれない場合の手
数料の額に、当該昇降機に
係る部分について、この表の
５の項により算出した金額の
合計を加算した金額

完了検査の申請又は完了の通知に係る計画
に建築基準法第８７条の２の昇降機に係る部
分が含まれる場合
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<別紙１＞
流山市手数料条例　別表第９　建築基準法関係

手数料を徴収する事務の区分 金額

新 旧

手数料を徴収する事務の区分 金額

1工作物につき 20,000円 1工作物につき 20,000円

1件につき 13,000円 1件につき 13,000円

1件につき 18,000円 1件につき 18,000円

1件につき 24,000円 1件につき 24,000円

1件につき 36,000円 1件につき 36,000円

1件につき 49,000円 1件につき 49,000円

1件につき 123,000円 1件につき 123,000円

1件につき 154,000円 1件につき 154,000円

1件につき 167,000円 1件につき 167,000円

1件につき 176,000円 1件につき 176,000円

1件につき 217,000円 1件につき 217,000円

1件につき 228,000円 1件につき 228,000円

1件につき 269,000円 1件につき 269,000円

1件につき 334,000円 1件につき 334,000円

1件につき 120,000円 1件につき 120,000円

1件につき 300円 1件につき 300円

1件につき 50,000円 1件につき 50,000円

1件につき 50,000円 1件につき 50,000円

1件につき 50,000円 1件につき 50,000円

1件につき 28,000円

1件につき 69,000円 1件につき 69,000円

1件につき 73,000円 1件につき 73,000円

1件につき 164,000円 1件につき 164,000円

1件につき 182,000円 1件につき 182,000円

1件につき 124,000円

1件につき 133,000円

1件につき 132,000円 1件につき 132,000円

1件につき 182,000円 1件につき 182,000円

1件につき 65,000円 1件につき 65,000円

1件につき 32,000円 1件につき 32,000円

1件につき 182,000円 1件につき 182,000円

1件につき 182,000円 1件につき 182,000円

1件につき 32,000円 1件につき 32,000円

1件につき 182,000円 1件につき 182,000円

1件につき 120,000円 1件につき 120,000円

1件につき 182,000円２７　建築基準法第８５条第６項の許可の申請に対する審査

２２　建築基準法第５５条第３項各号の許可の申請に対する審査 １９　建築基準法第５５条第３項各号の許可の申請に対する審査

２３　建築基準法第５６条の２第１項ただし書の許可の申請に対する審査 ２０　建築基準法第５６条の２第１項ただし書の許可の申請に対する審査

２４　建築基準法第５７条第１項の認定の申請に対する審査 ２１　建築基準法第５７条第１項の認定の申請に対する審査

２５　建築基準法第５９の２第１項の許可の申請に対する審査 ２２　建築基準法第５９の２第１項の許可の申請に対する審査

２６　建築基準法第８５条第５項の許可の申請に対する審査 ２３　建築基準法第８５条第５項の許可の申請に対する審査

１７　建築基準法第４８条第１６項第２号の許可の申請に対する審査

１８　建築基準法第５１条ただし書（同法第８７条第２項若しくは第３項又は同
法第８８条第２項において準用する場合を含む。）の許可の申請に対する審
査

１５　建築基準法第５１条ただし書（同法第８７条第２項若しくは第３項又は同
法第８８条第２項において準用する場合を含む。）の許可の申請に対する審
査

１９　建築基準法第５２条第１０項、第１１項又は第１４項の許可の申請に対す
る審査

１６　建築基準法第５２条第１０項、第１１項又は第１４項の許可の申請に対す
る審査

２０　建築基準法第５３条第６項第３号の許可の申請に対する審査 １７　建築基準法第５３条第５項第３号の許可の申請に対する審査

２１　建築基準法第５５条第２項の認定の申請に対する審査 １８　建築基準法第５５条第２項の認定の申請に対する審査

１１　建築基準法第４３条第２項第２号の許可の申請に対する審査

１３　建築基準法第４４条第１項第２号の許可の申請に対する審査 １２　建築基準法第４４条第１項第２号の許可の申請に対する審査

１４　第４４条第１項第４号の許可の申請に対する審査 １３　第４４条第１項第４号の許可の申請に対する審査

１５　建築基準法第４８条第１項から第７項まで及び第９項から第１４項までの
ただし書（同法第８７条第２項若しくは第３項又は同法第８８条第２項において
準用する場合を含む。）の許可の申請に対する審査（同法第４８条第１６項第
１号又は第２号に該当する場合を除く。）

１４　建築基準法第４８条第１項から第７項まで及び第９項から第１４項までの
ただし書（同法第８７条第２項若しくは第３項又は同法第８８条第２項において
準用する場合を含む。）の許可の申請に対する審査

１６　建築基準法第４８条第１６項第１号の許可の申請に対する審査

１２　建築基準法第４３条第２項第２号の許可の申請に対する審査

８　建築基準法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は同法第１８条第２４
項第１号若しくは第２号(それぞれ第８７条の２又は同法第８８条第１項若しく
は第２項において準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受
ける前における建築物、建築設備または工作物の使用の認定の申請に対す
る審査

９　建築基準法第１２条第８項に規定する台帳に関する証明 ９　建築基準法第１２条第８項に規定する台帳に関する証明

１０　建築基準
法第４２条第１
項第５号の規
定による道の
位置の指定等
の申請に対す
る審査

１０　建築基準
法第４２条第１
項第５号の規
定による道の
位置の指定等
の申請に対す
る審査

指定の申請

変更の申請

廃止の申請

１１　建築基準法第４３条第２項第１号の認定の申請に対する審査

指定の申請

変更の申請

廃止の申請

８　建築基準法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は同法第１８条第２４
項第１号若しくは第２号(それぞれ第８７条の４又は同法第８８条第１項若しく
は第２項において準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受
ける前における建築物、建築設備または工作物の使用の認定の申請に対す
る審査

７　建築基準
法第７条の３
第１項の規定
よる中間検査
の申請又は同
法第１８条第１
９項の規定に
よる特定工程
の工事の終了
の通知に対す
る検査（床面
積の合計は、
検査を行う部
分の床面積の
合計とする。）

床面積の合計が100平方メートル以内のもの ７　建築基準
法第７条の３
第１項の規定
よる中間検査
の申請又は同
法第１８条第１
９項の規定に
よる特定工程
の工事の終了
の通知に対す
る検査（床面
積の合計は、
検査を行う部
分の床面積の
合計とする。）

床面積の合計が100平方メートル以内のもの

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内
のもの

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内
のもの

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内
のもの

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内
のもの

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以
内のもの

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が4,000平方メートルを超え6,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が6,000平方メートルを超え8,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が20,000平方メートルを超え50,000平方メート
ル以内のもの

床面積の合計が50,000平方メートルを超え100,000平方メート
ル以内のもの

床面積の合計が100,000平方メートルを超えるもの

床面積の合計が6,000平方メートルを超え8,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が8,000平方メートルを超え10,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メート
ル以内のもの

床面積の合計が8,000平方メートルを超え10,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メート
ル以内のもの

床面積の合計が20,000平方メートルを超え50,000平方メート
ル以内のもの

床面積の合計が50,000平方メートルを超え100,000平方メート
ル以内のもの

床面積の合計が100,000平方メートルを超えるもの

６　建築基準法第８８条第１項若しくは第２項において準用する同法第７条第
１項に規定する完了検査の申請に対する審査又は同法第８８条第１項若しく
は第２項において準用する同法第１８条第１６項の規定による完了の通知に
対する検査

６　建築基準法第８８条第１項若しくは第２項において準用する同法第７条第
１項に規定する完了検査の申請に対する審査又は同法第８８条第１項若しく
は第２項において準用する同法第１８条第１６項の規定による完了の通知に
対する検査

床面積の合計が2,000平方メートルを超え4,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が4,000平方メートルを超え6,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以
内のもの

床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル
以内のもの

床面積の合計が2,000平方メートルを超え4,000平方メートル
以内のもの
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<別紙１＞
流山市手数料条例　別表第９　建築基準法関係

手数料を徴収する事務の区分 金額

新 旧

手数料を徴収する事務の区分 金額

1件につき 91,000円 1件につき 91,000円

1件につき 91,000円に建
築物の数から
2を減じた数に
30,000円を乗
じて得た額を
加算した額

1件につき 91,000円に建
築物の数から
2を減じた数に
30,000円を乗
じて得た額を
加算した額

1件につき 91,000円 1件につき 91,000円

1件につき 91,000円に建
築物の数から
1を減じた数に
30,000円を乗
じて得た額を
加算した額

1件につき 91,000円に建
築物の数から
1を減じた数に
30,000円を乗
じて得た額を
加算した額

1件につき 230,000円 1件につき 230,000円

1件につき 230,000円に
建築物の数か
ら2を減じた数
に30,000円を
乗じて得た額
を加算した額

1件につき 230,000円に
建築物の数か
ら2を減じた数
に30,000円を
乗じて得た額
を加算した額

1件につき 230,000円 1件につき 230,000円

1件につき 230,000円に
建築物の数か
ら1を減じた数
に30,000円を
乗じて得た額
を加算した額

1件につき 230,000円に
建築物の数か
ら1を減じた数
に30,000円を
乗じて得た額
を加算した額

1件につき 91,000円 1件につき 91,000円

1件につき 91,000円に建
築物の数から
1を減じた数に
30,000円を乗
じて得た額を
加算した額

1件につき 91,000円に建
築物の数から
1を減じた数に
30,000円を乗
じて得た額を
加算した額

1件につき 230,000円 1件につき 230,000円

1件につき 230,000円に
建築物の数か
ら1を減じた数
に30,000円を
乗じて得た額
を加算した額

1件につき 230,000円に
建築物の数か
ら1を減じた数
に30,000円を
乗じて得た額
を加算した額

1件につき 230,000円 1件につき 230,000円

1件につき 230,000円に
建築物の数か
ら1を減じた数
に30,000円を
乗じて得た額
を加算した額

1件につき 230,000円に
建築物の数か
ら1を減じた数
に30,000円を
乗じて得た額
を加算した額

1件につき 8,000円に現
に存する建築
物の数に
13,000円を乗
じて得た額を
加算した額

1件につき 8,000円に現
に存する建築
物の数に
13,000円を乗
じて得た額を
加算した額

1件につき 120,000円 1件につき 120,000円

1件につき 120,000円 1件につき 120,000円

1件につき 120,000円

1件につき 120,000円

1件につき 120,000円

1件につき 182,000円

1件につき 32,000円 1件につき 32,000円

４１　建築基準法第８７条の３第６項の許可の申請に対する審査

４２　建築基準法施行令第１３７条の１６第２号の規定による認定の申請に対
する審査

３４　建築基準法施行令第１３７条の１６第２号の規定による認定の申請に対
する審査

摘要１
　（１）　建築物を建築する場合（摘要１（２）に規定する場合及び移転する場合を除く。）の床面積の合計は、
当該建築に係る部分の床面積について算定する。
　（２）　確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合（移転する場合を除く。）の床面積の合
計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の合計の２分の１（床面積を増加する部分にあっては、当該増
加する部分の床面積）について算定する。
　（３）建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合（摘
要１（４）に規定する場合を除く。）の床面積の合計は、当該移転、修繕、模様替、または用途の変更に係る部
分の床面積の２分の１について算定する。
　（４）　確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替
をし、又はその用途を変更する場合の床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１に
ついて算定する。

摘要１
　（１）　建築物を建築する場合（摘要１（２）に規定する場合及び移転する場合を除く。）の床面積の合計は、
当該建築に係る部分の床面積について算定する。
　（２）　確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合（移転する場合を除く。）の床面積の合
計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の合計の２分の１（床面積を増加する部分にあっては、当該増
加する部分の床面積）について算定する。
　（３）建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合（摘
要１（４）に規定する場合を除く。）の床面積の合計は、当該移転、修繕、模様替、または用途の変更に係る部
分の床面積の２分の１について算定する。
　（４）　確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替
をし、又はその用途を変更する場合の床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１に
ついて算定する。

摘要２
　（１）　建築物を建築した場合（移転した場合を除く。）の床面積の合計は、当該建築に係る部分の床面積に
ついて算定する。
　（２）　建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合の床面積の合計は、当
該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の２分の１について算定する。

摘要２
　（１）　建築物を建築した場合（移転した場合を除く。）の床面積の合計は、当該建築に係る部分の床面積に
ついて算定する。
　（２）　建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合の床面積の合計は、当
該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の２分の１について算定する。

３５　建築基準法第８６条の５第１項の認定又は許可の取消しの申請に対する
審査

３１　建築基準法第８６条の５第１項の認定又は許可の取消しの申請に対する
審査

３６　建築基準法第８６条の８第１項の規定による認定の申請に対する審査 ３２　建築基準法第８６条の８第１項の規定による認定の申請に対する審査

３７　建築基準法第８６条の８第３項の規定による変更の認定の申請に対する
審査

３３　建築基準法第８６条の８第３項の規定による変更の認定の申請に対する
審査

３８　建築基準法第８７条の２第１項の規定による認定の申請に対する審査

３９　建築基準法第８７条の２第２項において準用する同法第８６条の８第３項
の規定による変更の認定の申請に対する審査

４０　建築基準法第８７条の３第５項の許可の申請に対する審査

３３　建築基準
法第８６条の２
第２項の許可
の申請に対す
る審査

建築物の数(一敷地内認定建築物の数を除く。以下この項に
おいて同じ。)が１のもの

２９　建築基準
法第８６条の２
第２項の許可
の申請に対す
る審査

建築物の数(一敷地内認定建築物の数を除く。以下この項に
おいて同じ。)が１のもの

建築物の数が２以上のもの 建築物の数が２以上のもの

３４　建築基準
法第８６条の２
第３項の認定
の申請に対す
る審査

建築物の数(一敷地内認定建築物の数を除く。以下この項に
おいて同じ。)が１のもの

３０　建築基準
法第８６条の２
第３項の認定
の申請に対す
る審査

建築物の数(一敷地内認定建築物の数を除く。以下この項に
おいて同じ。)が１のもの

建築物の数が２以上のもの 建築物の数が２以上のもの

３０　建築基準
法第８６条第３
項の認定の申
請に対する審
査

２６　建築基準
法第８６条第３
項の認定の申
請に対する審
査

建築物の数が２のもの

建築物の数が３以上のもの

３１　建築基準
法第８６条第４
項の認定の申
請に対する審
査

２７　建築基準
法第８６条第４
項の認定の申
請に対する審
査

建築物の数(既存建築物の数を除く。以下この項において同
じ。)が１のもの

３２　建築基準
法第８６条の２
第１項の認定
の申請に対す
る審査

２８　建築基準
法第８６条の２
第１項の認定
の申請に対す
る審査

建築物の数が２以上のもの 建築物の数が２以上のもの

建築物の数が２のもの

建築物の数が２以上のもの

建築物の数(一敷地内認定建築物の数を除く。以下この項に
おいて同じ。)が１のもの

建築物の数が３以上のもの

建築物の数(既存建築物の数を除く。以下この項において同
じ。)が１のもの

建築物の数が２以上のもの

建築物の数(一敷地内認定建築物の数を除く。以下この項に
おいて同じ。)が１のもの

２８　建築基準
法第８６条第１
項の認定の申
請に対する審
査

建築物の数が２以下のもの ２４　建築基準
法第８６条第１
項の認定の申
請に対する審
査

建築物の数が２以下のもの

建築物の数が３以上のもの 建築物の数が３以上のもの

２９　建築基準
法第８６条第２
項の認定の申
請に対する審
査

２５　建築基準
法第８６条第２
項の認定の申
請に対する審
査

建築物の数(既存建築物の数を除く。以下この項において同
じ。)が１のもの

建築物の数が２以上のもの建築物の数が２以上のもの

建築物の数(既存建築物の数を除く。以下この項において同
じ。)が１のもの
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